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南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南部町（以下「町」という。）の人口増加と定住化を促

進し、活力あるまちづくりを推進するため、住宅の新築及び購入（３親等内

の親族からの購入を除き、かつ、取得費用が５０万円以上のものに限る。以

下同じ。）を行う者に対し、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金（以下

「奨励金」という。）を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を

定めるものとする。 

  （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 住宅 主として居住の用に供する建物をいう。 

 (2) 取得 住宅の新築又は購入し、所有することをいう。 

 （支給の要件及び交付額） 

第３条 奨励金の支給の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各

号の全てを満たす者とする。 

(1) 新たに町内に住宅を取得した者であって、町内に住所を有する者 

(2) 申請日において、町税その他町に納付すべき料金の滞納がない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団に所属していない者 

(4) 南部町定住促進奨励金交付要綱（平成１６年南部町告示第８号）に基

づく奨励金の交付を受けたことがない者又は奨励金を受けた者が所有する

住宅の共有名義人でない者 

２ 前項各号のいずれにも該当する者で、住宅が共有名義の場合は、共有者の

いずれか１人を対象者とする。 

３ 住宅を取得した者が町外に住所を有する場合にあっては、この規則の趣旨

に反しないと町長が認める場合に限り、その者が所有する住宅に居住する者

（住宅を取得した者の３親等以内の親族であって、町内に住所を有する者に
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限る。）を対象者とすることができる。 

４ 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分のとおりとする。 

 (1) １世帯につき、３０万円 

 (2) 申請日において、子ども（申請日の属する年度の末日において満１５

歳以下の者をいう。以下同じ。）を扶養している世帯 前号の交付額に加

え子ども１人につき１０万円を加算する。ただし、加算の対象は２人を上

限とする。 

５ 当該奨励金の交付は同一住宅及び同一対象者につき１回限りとする。 

（奨励金の申請） 

第４条 奨励金の交付を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）

は、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付申請書（様式第１号）に、

次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

(1) 世帯全員の住民票の写し 

(2) 取得した住宅の登記事項証明書 

(3) 取得した住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(4) 領収書又は支払を証する書類の写し 

(5) 他の制度を併用して申請の場合は、その制度の実績報告書の写し 

(6) 誓約書兼同意書（様式第２号） 

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、申請者が奨励金の対象となる住宅を取得した日

（住宅を新築した日（所有権保存登記を完了した日）又は購入した日（所有

権移転登記を受け付けられた日）をいう。）から起算して３年以内に申請し

なければならない。ただし、町長が特に必要と認める事業がある場合は、こ

の限りでない。 

（奨励金の交付決定） 

第５条 前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、

奨励金を交付することが適当と認められるときは、南部町定住促進住まいづ

くり応援奨励金交付決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知する

ものとする。 
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（奨励金の交付請求） 

第６条 交付決定を受けた申請者は、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金

交付請求書（様式第４号）を町長に提出するものとする。 

（奨励金の交付） 

第７条 町長は奨励金の交付請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付する

ものとする。 

 （奨励金の返還） 

第８条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取

り消し、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) この規則に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。 

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。 

 （その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（失効日） 

２ この規則は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る奨励金の交付に係る

手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力

を有する。 
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様式第１号（第４条関係） 

  年  月  日 

 

 南部町長       様 

 

 

             申請者  住  所  

                  氏  名            

                  電話番号  

 

 

 

年度南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付申請書 

 

 

年度において南部町定住促進住まいづくり応援奨励金を受けたいので、

下記のとおり申請します。  

 

記 

 

１ 交付申請金額           円 

 

２ 添付資料 

(1) 世帯全員の住民票の写し  

(2) 取得した住宅の登記事項証明書 

(3) 取得した住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(4) 領収書又は支払を証する書類の写し 

(5) 他の制度を併用して申請の場合は、その制度の実績報告書の写し 

(6) 誓約書兼同意書（様式第２号） 

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 
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様式第２号（第４条関係） 

 

誓約書兼同意書 

 

南部町長 様 

 

私は、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金を申請するに当たり、下記の

事項について誓約・同意いたします。 

 

記 

 

１ 交付申請書及び提出書類の内容は、全て事実と相違ありません。 

 

２ 町税その他町に納付すべき料金の滞納はありません。 

 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号から第５号に規定する暴力団に所属していません。 

 

４ 南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付規則に定める必要な事項につ

いて、南部町が調査することに同意します。 

 

５ 当該住宅が共有名義の場合は、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金の

交付に関する一切の権限を申請者が行うことについて、共有者全員の同意

を得て申請します。 

 

 

  年  月  日 

 

住 所                 

 

氏 名                 
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様式第３号（第５条関係）  

第   号 

  年 月 日 

 

          様 

 

南部町長 

 

年度南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付決定通知書  

 

   年  月  日付で申請のあった南部町定住促進住まいづくり応援奨励

金については、南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付規則第５条の規定

に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、通知します。  

 

記 

 

交付決定額               円 
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様式第４号（第６条関係） 

 

南部町定住促進住まいづくり応援奨励金交付請求書 

 

一金                 円也 

 

  年 月 日付第 号をもって交付決定通知のあった南部町定住促進住まい

づくり応援奨励金として上記のとおり請求します。 

 

  年 月 日 

 

 請求者  住  所  

                  氏  名            

                  電話番号  

             

 

 

 


